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会 社 概 要 
社  名  株式会社 クリショー 環境事業部 白木事業所 

所 在 地  〒739-1303 

       広島市安佐北区白木町志路 277-1 

       ℡ (082)828-3223・FAX (082)828-1112  

 

設 立  昭和 47年 10月 

資本金  20，000千円 

代表者  代表取締役 小島 隆司 

従業員  ２０名 

本社所在地 〒733-0035 

     広島市西区南観音 7丁目 14番 20号 

     ℡(082)292-2355  FAX(082)292-2395 

https://www.kurisho.kurimoto-gr.co.jp/ 

   処分業許可 

【産業廃棄物処分業】最終処分(埋立安定型) 

  広島市許可番号 第 07340085872号 

  許 可 品 目 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び

陶磁器くず・がれき類、石綿含有産業廃棄物（非飛散性アスベスト レベル３） 

 埋立容量      ５，５８２,７６８．４㎥ 

 埋立面積         １８４,７９３．４㎡   

 残容量        ２,４３２,７３３．２㎥ （2024/4/1現在） 

 

 



 3 

 

㈱クリショー 白木事業所 安定型最終処分場（位置図） 

 
 

〒739－1303 

広島市安佐北区白木町大字志路字加計 277－1 

℡（082）828－3223 FAX （082）828－1112 

(株)クリショー 近藤 裕之 
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当事業場(安定型最終処分場)で受取れる物 

産業廃棄物（安定５品目）の種類 受入基準 

・廃プラスチック類 概ね１５ｃｍ以下に破砕・切断されたも

の。 ・ゴムくず（天然ゴム） 

・金属くず 鉛製は除く。 

・ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、

改築又は除去に伴って生じたものを除く。）    

及び陶磁器くず 

 

・がれき類  

・石綿含有産業廃棄物            

（非飛散性アスベスト レベル３） 

安定５品目のいずれかに該当するもの。  

性状が安定しているもの。 

これらのうち自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管

又は板、廃ブラウン管、廃石膏ボード、水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物で

あるものを除く。 

当事業場で受取れない物 

※安定型産業廃棄物以外の廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物 

※その他以下の項目に該当する廃棄物 

・解体ミンチ、アンダー物（ふるい下ゴミ）の混合物。 

・粒度が細かく飛散性の高いもの。 

・シリカ系の廃棄物。廃石膏ボード及び石膏単体の廃棄物。 

・炉の解体物等、耐火レンガ、がれき等ダイオキシン類の付着している可能性があるもの。 

・不法投棄物、埋設物等の性状が確認できないもの。 

・金属くずで、鉄粉などの粉状のもの。鉛製のもの。 

・ろ過材（イオン交換樹脂等）など吸着物質がある可能性があるもの。 

・廃棄物に付着物があるもの。また異臭がするもの。 

・汚染された土砂、がれき等の廃棄物。また汚染の可能性があるもの。 

・バイオプラスチック 
（植物由来の生分解性プラスチックなど将来的に分解され、性状が不安定なもの。） 

・廃太陽光パネル（有害物質の鉛、カドミウム、セレンなど含有のため。） 

・廃蛍光灯、水銀ランプなど水銀を使用している可能性があるもの。 

・石綿含有廃棄物の解体作業等で使用した、作業服・マスク等（飛散性アスベスト付着物） 

・目視で安定品目と判別できない性状のもの。 
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搬 入 の 際 の 注 意 事 項 

         

1. 営業日は、完全週休二日制になりますので、土曜日、日曜日以外の平日に限ります。 

また祝祭日、各休業期間（ＧＷ、夏季、年末年始）は休業となります。 

 

2. 搬入受付時間は午前８時から１１時４５分迄、午後１３時から１６時迄とします。時間

外の入場及び受付での待機停車はできません。 

 

3. 搬入車両は重量制限を遵守し、ゆずりは農道を時速４０ｋｍ以内で通行し、三叉路から

入口までの県道は時速２０ｋｍ以内で通行し、地区住民に粉塵、騒音公害を出さない。 

  

4. 搬入車両は搬入に際して、廃棄物の飛散、落下、流出他をしない。   

      

5. 搬入車両は処分場近辺の県道及び待避所等での、駐停車禁止。   

      

6. 搬入車両の通行に際しては、一般車両を優先し、道路交通法規を守り、地域住民の安全

を守る。         

 

7. 搬入車両は退出するとき、タイヤ洗浄場で確実に土砂を洗い流して、退出する。 

        

 

8. 搬入廃棄物は、安定５品目（廃プラスチック・ゴムくず・ガラスくず、コンクリートく

ず及び陶磁器くず・金属くず・がれき類）、及び石綿含有産業廃棄物（非飛散性アスベス

ト レベル３）とします。 

※受入基準など詳しい廃棄物の内容についての問い合わせは、事前に処分場の方へ連絡

をお願いします。 

 

9. 地下水，土壌などの周辺環境に悪影響をおよぼす恐れのあるものは、絶対に搬入しない。   

 

10. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令の規定に従い実施する。 

 

 

11. 土砂残土搬入の場合 

① 転圧が出来る含水率であること。（表土及び含水比の高い土砂は受け入れ不可） 

② 転石，岩，はなるべく人頭大に小割りすること。 

③ 産業廃棄物の混入したものは受入不可。 

④ しゅんせつ土、土壌改良土、また汚染土の可能性があるものは受入不可。 

⑤ 木の根、木片、落ち葉等の有機物が混入したものは、受入れ不可。 

 

※ 以上の約束を委託契約を担当される方はきちんと業者の方々に連絡されると共に、排出

事業者の皆様並びに収集運搬業者の皆様は必ず守っていただくようお願いします。                            



令和4年1月18日

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 検 査 済 証

広 島 市 長 松 井 一 實

住 所
(所 在 地)

広島市西 区南観音 七丁 目14番20号

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

株式会社 クリショー

代表取締役 小島 隆司

許 可 年 月 日 令和3年2月12日

許 可 番 号 第A1018号

施 設 の 種 類 安定型最終処分場

施 設 の設 置 場 所 広島市安佐北 区白木町大字志路字 大爆3933番1外297筆

処 理 す る

産業廃棄物の種類

廃 プ ラ ス チ ック類
ゴム くず

金 属 くず
ガ ラ ス くず 、 コ ン ク リー トくず(工 作 物 の新築 、 改 築 又 は除 去 に

伴 っ て 生 じた も の を除 く。)及 び 陶 磁 器 くず
がれ き類

(こ れ らの うち石 綿 含 有 産 業廃 棄 物 を含 み、 自動 車 等 破砕 物 、廃
プ リン ト配 線 板 、 廃容 器 包 装 、鉛 蓄 電池 の電極 、鉛 製 の 管又 は板
、廃 ブ ラ ウン管 、 廃 石 膏 ボ ー ド、水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄物 及 び 特
別 管 理 産 業 廃棄 物 で あ る もの を除 く。)。 以 下 余 白

構造又は処理方式 安定型最終処分場

処 理 の 能 力
埋 立 面 積184,793.4㎡ 埋 立 容 量5,582,768.4㎡

検 査 年 月 日 令和3年12月22日

備 考

(7340085872)













 

 


